
 

 

  
 
 

廃棄物不法投棄防止合同パトロールの実施について 

 

１ 概要 

  島根県では、各保健所の主催により県内一斉合

同パトロールを、６月３日（隠岐保健所は６月２日）

に実施します。このパトロールは、島根県が平成

７年度から取り組んでいる「廃棄物適正処理対策

推進事業」の一環として、毎年実施しているもの

です。 

  パトロール対象地域は、県があらかじめ指定した

「重点監視地域」など不法投棄の発生が懸念され

る場所を予定しています。 

なお、中核市である松江市も独自に重点監視地

域を指定しており、６月３日にパトロールを実施し

ます。 

 

 

 

 

２ パトロール計画 

⑴  実施要領 

   各集合場所において出発式を行った後、参加者によりパトロールを実施します（表１参照）。 

なお、県と松江市の合同出発式を、６月３日（水）13:30 から県庁中庭で実施します。 

⑵ 参加者 

不法投棄監視モニター、一般社団法人しまね産業資源循環協会員、協力団体員、関係市町職

員、島根県警察職員、各保健所職員等 約１６０名 

 

３ その他 

  ・パトロールの詳細は、実施主体である

各保健所及び松江市にお尋ねください。 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和８年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr8/r8gaiyou.data/sinkikakujur8.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画［第２期］ 

Ⅶ 暮らしの基盤を支える 
２ 生活環境の保全 
(1) 快適な居住環境づくり(P.93） 

昨年のパトロール状況 

島根県  環境生活部廃棄物対策課   
担当者名 岸・木戸・織田 
TEL    0852-22-6790              

 

プレスリリース 令和８年５月２６日（火） 

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr8/r8gaiyou.data/sinkikakujur8.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf


 

表１．各地出発式の実施場所とパトロール対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 出発式 集合場所 
重点監視地域 

（パトロール対象地域、路線） 

松江保健所 ６月 ３ 日(水) 

9:30 

安来市広瀬町布部地

内下布部公会堂 

安来市広瀬町下布部地内 

 （市道踊原線、市道下金原線） 

雲南保健所 ６月 ３ 日(水) 

10:00 

奥出雲町上阿井地内 

真地
ま じ

コミュニティセン

ター 

仁多郡奥出雲町上阿井地区内国道４３２号及び

周辺路線 

（主要地方道掛合上阿井線、大規模林道） 

出雲保健所 ６月 ３ 日(水) 

14:40 

出雲市西林木町地内 

鳶巣コミュニティセン

ター駐車場 

出雲市西林木町地内 

（林道西林木線） 

県央保健所 ６月 ３日(水) 

13:３0 

美郷町長藤地内 

道の駅グリーンロード

大和駐車場 

邑智郡美郷町長藤地内 

（町道志田原線等） 

浜田保健所 ６月 ３日(水) 

14:00 

江津市二宮町神主地

内二宮地域コミュニテ

ィ交流センター駐車

場 

江津市二宮町神主地内 

（市道水尻川西線） 

益田保健所 ６月 ３日(水) 

14:00 

吉賀町七日市地内  

七日市公民館     

鹿足郡吉賀町七日市横立地内 

（町道田丸横立線） 

隠岐保健所 ６月 ２日(火) 

14:00 

隠岐の島町役場 

（役場外広場） 

隠岐郡隠岐の島町原田地内 

（林道南谷線） 

松江市 ６月 ３日(水) 

13:30 

島根県庁中庭 松江市佐草町地内 

（県道八重垣神社八雲線） 


